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令和２年12月15日

人 事 院 事 務 総 長

「人事院規則１４―１７（研究職員の技術移転事業者の役員等との

兼業）の運用について」の一部改正について（通知）

「人事院規則１４―１７（研究職員の技術移転事業者の役員等との兼業）の運

用について（平成１２年３月３１日職職―７０）」の一部を下記のとおり改正し

たので、令和３年１月１日以降は、これによってください。

記

次の表により、改正前欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分をこれに対応する改

正後欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分のように改める。



改 正 後 改 正 前





以 上


